
細則２－２ 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所の自主保安基準【危規則第 60条の２第

１項第８号の６関係】 

 

定める必要がある施設 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所 

 

第１ 総則 

当所の顧客自らの給油作業及び注油作業（以下「顧客自らの給油作業等」という。）は、

本編及び関係する細則によるほか、第２で定める「顧客に対する監視その他保安のための措

置に係る基準」に基づき行うものとする。 

 

第２ 顧客に対する監視その他保安のための措置に係る基準 

１ 危険物保安監督者は、顧客用固定給油設備の１回の給油量を、ガソリン   Ｌ以下、軽

油   Ｌ以下、給油時間は 分以内に設定するものとする。 

２ 危険物保安監督者は、顧客用固定注油設備の１回の注油量を   Ｌ以下、注油時間は  

分以内に設定するものとする。 

３ 危険物保安監督者は、１及び２で設定した設定値を勤務員又は顧客の操作で容易に変

更されないよう管理するものとする。 

４ 顧客自らの給油作業等の監視業務（以下「監視業務」という。）は、危険物取扱者が行

うか、甲種又は乙種危険物取扱者の立会いのもと勤務員が行うものとする。 

５ 監視業務は、直接視認又は監視設備により行うものとする。なお、直接視認が自動車等

で妨げられる場合は、監視設備により行うものとする。また、インターホン又は放送設備

により、安全のために必要な指示を顧客、勤務員に与えるものとする。 

６ 監視業務を行う勤務員は、顧客がタバコやライター等の火気を使用していないこと、油

種選択が適当であること等を確認してから給油等の許可を出し、給油作業等を終えるま

で制御卓から離れないものとする。 

７ 所長は、監視を行う危険物取扱者等に対して、監視業務に必要な教育及び訓練を実施す

るものとする。 

８ その他 


